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施行業者完成期限金　　額施　　行　　内　　容工　　事　　名場所

㈲ 鈴 木 建 設竣工済1,974,000

網戸設置　町民センター５室29箇所
　　　　　庁舎　　７室40箇所
住民相談室ブラインド取替、議場・議員控室カ
ーテン取替

町民センター・庁舎網戸設置工事西　町

共 栄 建 設 ㈱14911,025,000
施工延長　本線　Ｌ＝1,061.7ｍ
　　　　　16線側溝　Ｌ＝100ｍ
Ｕ300Ｂトラフ新設　698ｍ　　他

不良排水路改修工事菊　野
北　原

㈱ 近 藤 組14927,909,000
工事延長　Ｌ＝174.8ｍ
施工幅員　Ｗ＝5.5ｍ＋1.7ｍ×２（両側）
　　　　　（日の出道路～北３条中通り）

地方特定道路北２丁目通り路面
改修工事日ノ出

㈱ 近 藤 組14918,669,000
工事延長　Ｌ＝103.1ｍ
施工幅員　Ｗ＝5.5ｍ+1.85ｍ×２（両側）
　　　　　（三徳さん～道道幌加内和寒線）

地方特定道路中通り路面改修工
事（１工区）南　町

㈱ 橘　 組14927,352,500
43年旧１種　１棟４戸
内部改修（断熱・浴室新設他）、設備改修（水洗
化他）

平成19年度あかしや団地公住大
規模改善工事（43年棟）三　笠

㈱ 近 藤 組14927,405,000
44年旧１種　１棟４戸
内部改修（断熱・浴室新設他）、設備改修（水洗
化他）

平成19年度あかしや団地公住大
規模改善工事（44年棟）三　笠

㈱ 浜 田 組14927,594,000
45年旧１種　１棟４戸
内部改修（断熱・浴室新設他）、設備改修（水洗
化他）

平成19年度あかしや団地公住大
規模改善工事（45年棟）三　笠

㈱ 近 藤 組14922,260,000
工事延長　Ｌ＝124.8ｍ
施工幅員　Ｗ＝5.5ｍ+1.85ｍ×２（両側）
　　　　　（道道幌加内和寒線～小学校グラウンド）

地方特定道路中通り路面改修工
事（２工区）北　町

㈱ 浜 田 組14911,791,500延長　Ｌ＝314ｍ
幅員　Ｗ＝４ｍ

森林管理道（間伐）南丘公園線
開設工事塩　狩

㈱ 浜 田 組31811,760,000鉄骨軸組筋交い補強16箇所、増設12箇所他和寒中学校第１体育館耐震補強
等改修工事松　岡

（単位：円）

� � � � � � � 平成20年４月から　スタート【後期高齢者医療制度】【後期高齢者医療制度】
　75歳以上の方は現在、国民健康保険や被用者保険などの医療保険制度に加入しながら、老人保健制度で医
療を受けていますが、平成20年４月からはそれらを脱退し、新しく創設される【後期高齢者医療制度】に移る
こととなります。
◆新しい制度の目的はなに？
　高齢者の方の医療費は年々増加しています。その医療費を、若い人の負担（各保険から支払われる納付
金）と公費（国・道・市町村）でまかなってきましたが、急速な少子高齢者化と老人医療費の高い伸びによ
り、このままでは支えきれなくなることが予想されます。そこで、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来
にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担
を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。
◆対象者（被保険者）だれ？
　▽75歳以上の方　　▽一定程度の障がいのある65歳以上75歳未満の方
　※一定程度の障がいのある方とは・・・・広域連合の認定を受けた方です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（認定の基準は現行の老人保健制度と同様）
◆制度を運営するのはどこ？
　制度は、道内全180市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料
徴収や窓口業務（申請・届出の受付等）を行います。それぞれの主な業務は次のとおりです。

◆保険料はどうなるの？
　個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが支払うことになり、原則として年金から天引きされ
ます（所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます）。また、健康保険などの被用者保険
の被扶養者だった方も保険料を負担することになります（２年間軽減される経過措置があります）。
　保険料率は、平成19年11月に開催予定の「北海道後期高齢者医療広域連合議会」で保険料条例を制定し、
決定することとなっています。
◆医療機関の窓口での自己負担はどうなるの？
　現行の老人保健制度と同様に、１割負担（ただし、現役並みの所得者は３割負担）となります。

各市町村北海道後期高齢者医療広域連合
▽　資格管理に関する申請・届出の受付
▽　被保険者証等の引き渡し
▽　保険料の徴収
▽　医療給付に関する申請・届出の受付

▽　被保険者の資格管理
▽　被保険者証等の発行
▽　保険料の決定・賦課
▽　医療給付に関する審査・支払い

問い合わせ先 和寒町役場　住民課保険医療係
電話：３２－２４２１

北海道後期高齢者医療広域連合事務局
電話：０１１－２１０－５０２２


